
通知）サービスコード表（令和６年４月1日版）訪問緩和A3

Ａ３　訪問型サービスＡ（緩和した基準）サービスコード表

種類 項目 給付率

Ａ3 1001 90%

Ａ3 1002 80%

Ａ3 1025 70%

Ａ3 1003 198 90%

Ａ3 1004 単位 80%

Ａ3 1026 10% 減算 70%

Ａ3 1040 90%

Ａ3 1041 80%

Ａ3 1042 15% 減算 70%

Ａ3 1043 90%

Ａ3 1044 80%

Ａ3 1045 12% 減算 70%

Ａ3 1005 訪問介護費 90%

Ａ3 1006 ロ　生活援助中心 80%

Ａ3 1027 45分以上 70%

Ａ3 1007 220単位 90%

Ａ3 1008 ×90％ 80%

Ａ3 1028 70%

Ａ3 1009 90%

Ａ3 1010 80%

Ａ3 1029 70%

Ａ3 1011 161 90%

Ａ3 1012 単位 80%

Ａ3 1030 10% 減算 70%

Ａ3 1050 90%

Ａ3 1051 80%

Ａ3 1052 15% 減算 70%

Ａ3 1053 90%

Ａ3 1054 80%

Ａ3 1055 12% 減算 70%

Ａ3 1013 訪問介護費 90%

Ａ3 1014 ロ　生活援助中心 80%

Ａ3 1031 20分以上 70%

Ａ3 1015 179単位 90%

Ａ3 1016 ×90％ 80%

Ａ3 1032 70%

Ａ3 1017 90%

Ａ3 1018 80%

Ａ3 1033 70%

Ａ3 1019 129 90%

Ａ3 1020 単位 80%

Ａ3 1034 10% 減算 70%

Ａ3 1060 90%

Ａ3 1061 80%

Ａ3 1062 15% 減算 70%

Ａ3 1063 90%

Ａ3 1064 80%

Ａ3 1065 12% 減算 70%

Ａ3 1021 訪問型サービスA
Ⅱ

90%

Ａ3 1022 161単位 80%

Ａ3 1035 ×80％ 70%

Ａ3 1023 90%

Ａ3 1024 80%

Ａ3 1036 70%

→変更

→新規

→廃止

訪問型サービスＡⅢ・同一２
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

110

訪問型サービスＡⅢ・同一３
同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

113

13

事業対象者・要支援
１・２（20分未満）

事業対象者・要支援
１・２（20分～45分）

事業対象者・要支援
１・２（45分～60分）

168

174

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
137

同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合
142

161

145

198

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

訪問型サービスＡⅢ中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　所定単位の5％加算 6

16

訪問型サービスＡⅡ中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　所定単位の5％加算 8

訪問型サービスＡⅢ

ハ　訪問型サー
ビス費
（緩和）
（Ⅲ）

129

訪問型サービスＡⅢ・同一１ 116

訪問型サービスＡⅢ小規模事業所加算

ロ　訪問型サー
ビス費
（緩和）
（Ⅱ）

中山間地域等における小規模事業所加算　所定単位の10％加算

訪問型サービスＡⅡ小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算　所定単位の10％加算

訪問型サービスＡⅡ・同一２

訪問型サービスＡⅡ・同一３

１回につき

訪問型サービスＡⅠ・同一１ 178

訪問型サービスＡⅠ小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算　所定単位の10％加算 18

訪問型サービスＡⅠ中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算　所定単位の5％加算 10

訪問型サービスＡⅠ

イ　訪問型サー
ビス費
（緩和）
（Ⅰ）

訪問型サービスＡⅡ

訪問型サービスＡⅡ・同一１

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサー
ビスを行う場合

訪問型サービスＡⅠ・同一２

訪問型サービスＡⅠ・同一３

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合


